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２Ｈ１７ 

吸収合併前後での知的財産管理部門視点の予備的分析 

 

○島貫誠也，河野あゆみ，佐伯とも子（東京工業大学） 

 
１．はじめに 
 国内外市場での競争が熾烈になり、企業が生き残るために事業のさらなる選択と集中による競争

力の強化が必要となっている。企業は、このような事業環境の変化に対応するため、開発・生産・

販売での強化、特定事業の強化などのため企業合併買収(M&A)など事業構造改革に取り組んでいる。 
日本の医薬産業分野においても、企業の M&A が多く行われるようになった。2005 年には、山

之内製薬（株）と藤沢薬品工業（株）によるアステラス製薬（株）が、大日本製薬（株）と住友製

薬（株）による大日本住友製薬（株）、三共（株）と第一製薬（株）の経営統合による第一三共（株）

というように大型合併が行われた。海外企業の買収についても、武田薬品工業（株）によるミレニ

アム・ファーマシューティカルズ（株）、第一三共によるランバクシー・ラボラトリーズ、エーザ

イ（株）による MGI ファーマ・インクという大型買収が行われてきた。特許をはじめとする知的

財産およびそのマネジメントの重要性はいうまでもないが、M&A においては、それまで別々の企

業において行われてきた知的財産のマネジメントを統合して行わなければならない。特に１件ずつ

の特許権の価値が重要である医薬分野に着目し、日本の製薬企業 M&A における特許取得に関する

マネジメント、知的財産情報のマネジメントについては、すでに報告した［Shibata et al. (2010)］。 
産業分野一般での、M&Aにおける知的財産のマネジメントについては、知的財産、知的財産権の

法的な側面から報告がされている（L. G. Bryer and S. J. Lebson, B. Combs, and J. C. Yates，E. A. 
Meilman and J. W. Brady, E. A. Meilman and J. W. Brady,）。M&Aにおける知的財産評価、知的財産部

門の役割についての議論も報告されている（Report on the International Patent Licensing Seminar 
2009，Report on the International Patent Licensing Seminar 2008）。このM&Aにおける知的財産

評価に関しての議論は、ビジネス視点で行われており、企業の知的財産部門がM&Aにもっと多く

関与すべきであること、またM&Aの早い時期から関与することが提案されている。  
 M&A においては、相互の企業で行われてきた知的財産マネジメントを統合することになるが、

M&A としては、様々な態様があり、相手方がベンチャー企業である場合、中小企業、大手企業で

ある場合では、その統合の戦略も同様ではないと考えられる。また、M&A の目的によって、M&A
そのものの形態によっても多様であることが考えられる。今回、M&A において、知的財産マネジ

メントとしてどのような視点を戦略的にとるのか、M&A の前後でどのような視点で知的財産マネ

ジメントを検討するのか、という知的財産マネジメントの視点を知的財産管理部門の立場から検討

するための予備的な分析を行った。 
 

２．調査手法  
［ヒアリング・アンケート調査］ 
 日本企業 7 社（第 1 期：2009 年 6 月から 2010 年 1 月まで、第 2 期：2011 年 3 月から 8 月まで）
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のそれぞれの知的財産管理部門担当者にヒアリングを行った。業種は、医薬品企業 4 社、電気機器

企業 3 社である。外国企業をも対象とするため、日本に特許出願している企業であって、M&A を

経験した欧州企業を選定した。M&A の目的及び第 1 期ヒアリングで抽出した知的財産マネジメン

トの項目を具体的に挙げて、アンケート項目とし、それに回答してもらうことで調査の結果とした。

対象として選定したのは、6 社であり、その業種は、バイオ企業 1 社、医薬品企業 2 社、化学企業

2 社、電気機器企業 1 社である。アンケートの質問は、それぞれの知的財産マネジメント項目につ

いて重要度をリッカートスケール（1－5）で回答してもらった。回答は、知的財産管理部門の責任

者に担当してもらった。アンケートは、2010 年 11 月に送付し、2011 年 1 月までに回収した。第 2
期ヒアリングでは同じ調査票を用いてヒアリングした。リッカートスケールでの回答を得たのは 1
社である。 
       

３．M&A の目的について 
M&A の目的として、製品分野・事業分野の観点から見ると、2 つ以上の企業によるそれぞれの

製品分野・事業分野は、同じである場合、異なっている場合があるから、（1）相手との重複分野、

（2）相互に相手にあって自社にない、又は逆である相違分野、（3）相手にあって自社にない相違

分野としてみると、次の 
1．製品分野・事業分野の重複資源の排除による効率化 
2．相互補完による製品分野・事業分野の強化 
3．事業のスタートアップの早期化             を想定できる。 

 監査法人トーマツ知的財産グループは、2000 年以降に M&A を 2 件以上経験している日本企業

を対象として2006年9月から2007年1月にかけて実施された調査結果から、M&Aの目的として、

業界内でのシェア拡大、事業エリアの拡大、業界内での生き残り、異業種への多角化、ノウハウ・

技術・無形資産の活用等、経営不振企業の救済、その他を挙げている（監査法人トーマツ知的財産

グループ）。これをパターンに分け、①シェア拡大による売上高アップ等の規模拡大を主目的とし

た買収 ②自社の足りない資源を買う ③時間を買う ④買収価格と転売価格との差額を得る、の

4 つのパターンとして示している。 
 企業 906 社（2011 年 7 月 8 日現在）を正会員とする日本知的財産協会の専門委員会の一つであ

る、知的財産マネジメント第 2 委員会の第 3 小委員会による報告では、M&A の目的を具体的には、

「規模の拡大によるスケールメリットの追求」「新規分野への進出」「垂直統合によるコントロール

範囲の拡大」など様々であるとした上で、対等合併の前提で、次の(1)～(3)の 3 つ目的を想定して、

PMI（Post Merger Integration）において知財部門が取るべき施策を検討している。 
(1)規模の拡大（合併）、(2)技術獲得（人の異動無）、(3)新規事業獲得（人・設備含）  

 これらのグループ分けと第 2 期でのヒアリング結果から、M&A の目的として、次の 1～3 とと

もに、明確に目的がわかれず複合的な場合もあるとして、1～3 の複数の目的を加えて 4 つの目的

を挙げる。 
1．製品分野・事業の規模の拡大、2．技術獲得による製品分野・事業分野の強化、 
3．新規事業の獲得 、      4．1～3 の複数の目的 

 
４．知的財産マネジメントの項目 
 第1期のヒアリング結果から、知的財産管理部門の視点として、いずれも知的財産権の出願件数、

権利件数など知的財産情報の入手、それらの価値評価、知的財産管理部門のマネジメント、知的財
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産の出願件数の増減、権利件数の増減、知的財産管理として、権利取得基準や権利維持基準の考え

方、特許事務所への依頼手法、外国での出願・権利管理が項目として挙げられた。医薬品企業同士

の場合には、知的財産管理に対する考え方に類似点が多く、統一には大きな困難が伴わなかったこ

とがわかり、産業分野での相違に着目する必要があることが示唆された。 
 これらの項目を M&A の前後に分けて、視点として具体化した。その視点（表１．a～m）を用

いて、アンケート形式による調査を行った。       
 
５．予備的分析の結果 
 アンケート形式での調査結果（製品分野・事業分野の強化目的の M&A 7 件）を医薬・バイオ分

野企業とそれ以外の企業で分けて、表に示した。サンプル数が少ない予備的調査であるため、明確

な結論付けはできないが、医薬・バイオ分野では、多くの項目で知的財産管理の視点が重視されて

いるようである。第 2 期ヒアリング結果から、M&A プロセスでの知的財産マネジメントの視点は、

知的財産情報は、特許、商標など多様であるが、技術の獲得などに重点をおいた M&A を対象とし

ているため、特許に特定する方が評価が明確になること、また出願件数・権利件数は、相互に関連

し、件数についても増加するか減少するかの方向性よりも、件数自体に着目されること、ライセン

ス、契約における知財条項の視点も必要であることがわかった。 
 
                  表１．知的財産マネジメント項目の重視度評価 

項目 事業分野 医薬・バイオ その他 

a 事前の相手方の知的財産情報の入手 5.0 4.8 

b 事前の相手方の知的財産の価値評価 4.7 4.3 

c 事後の知的財産管理担当者の配置 2.7 2.8 

d 事後の知的財産管理手法の統一 4.0 4.0 

e 事後の出願件数の増加 3.3 3.0 

f 事後の権利件数の増加 3.7 3.0 

g 事後の出願件数の減少 2.0 1.8 

h 事後の権利件数の減少 2.0 1.8 

i 事後の権利取得基準の統一 3.3 4.3 

j 事後のグローバル出願戦略 4.7 4.0 

k 事後のグローバル権利管理 5.0 4.3 

l 事後の特許事務所関与・指導の統一 4.0 4.5 

m 事後の知的財産権利維持管理の統一 4.0 4.8 
 
６．まとめ 
 M&A に関して、文献及びヒアリング調査から、その目的の分類分けとして、1．製品分野・事業

の規模の拡大、2．技術獲得による製品分野・事業分野の強化、3．新規事業の獲得、4．1～3 の複

数の目的、を抽出した。M&A に関する知的財産マネジメントの視点は、ヒアリングをとおしてわ

かった内容に基づいて追加修正し、表 2 の 10 項目にまとめた。これらの目的に知的財産マネジメ

ントの関与が依存するのか、これらの項目を重視する度合が、医薬・バイオ分野とその他の分野で

相違があるか、今後の分析課題である。今後、これらの項目について、詳細に調査分析し、知的財
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産マネジメントで重要視すべき視点を評価することにより、M&A の改善のための提案をしていく

予定である。   
表 2 重視度評価のための知的財産マネジメント項目 

   事前の相手方の特許情報の入手       （a） 
   事前の相手方の特許権の価値評価      （b） 

事前の相手方の特許権ライセンス情報の入手（追加） 
   事後の知的財産管理担当者の配置     （c） 

事後の知的財産管理手法の統一      （d,m） 
事後の特許出願・権利件数の増減     （e-h） 

   事後の特許権利取得基準の統一      （i） 
   事後のグローバル特許戦略        （j,k） 
   事後の特許事務所関与・指導の統一    （l） 

相手方の共同研究先や共同販売先との契約における知財条項の処理(追加) 
謝辞：本研究は、科研費（21500246）の助成を受けたものである。  
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